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Damage occurs, the damage is linked to companies that are adjacent, Chiba Prefecture coast from being hit by a major disaster it is a big 

problem. It can be said in that it is said to reduce such damages, Tokyo metropolitan area earthquake occurs soon, this situation is a major 

problem, formulation of BCP is in urgent need. In this study, we investigated the BCP development situation of companies to target the 

Keihin port of Kanagawa Prefecture and the coast of Chiba Prefecture, is located in the coastal vicinity. It is hoped that by this study, 

awareness of BCP of companies increases even a little, companies across the country by actively pursuing the development of BCP, it will 

help the promotion of corporate disaster in Japan.

１．研究背景 

2,011 年月 11 日に発生した東日本大震災の影響は関

東にもおよび、千葉県沿岸部に位置するコスモ石油製

油所においては、液状化による地盤の歪により火災が

発生した。その事故による負傷者は 6 人、道路が損壊

した他、隣接していたアスファルトタンクの損壊部か

らアスファルトが流出したり、周辺工場の車両・船舶・

建屋のガラスなどが破損したりする物的被害もあった。

このようなことは、国や地域の経済を支える産業の事

業の継続性に大きな障害となるばかりでなく、企業の

存続そのものを左右する原因となるものである。そこ

で自然災害からの事業の継続性を図るべく、我が国の

政府は全国の企業に Business Continuity Plan（事業継続

計画：以降 BCPと略す）の策定を推奨している。阪神・

淡路大震災の被害を踏まえてBCPの策定推奨されてき

たが、策定に至るまでには多くの問題があり、なかな

か策定できない企業が多いのが現状である。首都直下

型地震が近々発生すると言われている中で、このよう

な状況は大きな問題であり、BCP の策定が急務である

と言える。本研究では、東京湾岸の産業が集積する千

葉県と神奈川県を対象として企業のBCP策定状況を調

査することとした。今回は千葉県の調査結果を示す。 

２．研究目的 

政府は、BCPの策定率を 2020年までに大企業はほぼ

100%、中小企業のうち、比較的規模の大きい中堅企業

は 50%に引き上げる目標を掲げているが、現時点で目

標の到達にはほど遠い状況である。また、沿岸域の企

業にとって港湾は経済活動の拠点とされている。それ

ゆえ、災害で護岸・岸壁が崩壊したり、液状化で地盤

が沈下したりするようなことがあれば、自社への影響

はもちろんのこと、日本の経済にとって甚大な被害を

もたらすことになりかねない。そこで、本研究では最

も産業が集積する東京湾沿岸域（東京都を除く）を対

象にして BCP策定の現状を把握することとする。 

 

 

３．研究方法 

3.1 調査対象企業(図 1.2参照) 

対岸の都県は公共港湾が多いのに対し、千葉県は民

間港湾が多くを占めている。そこで調査対象地を千

葉県の中でも、企業が密集している(千葉市～君津

市)東京湾沿いの企業で、自社で護岸・岸壁を保有し

ている 41社（表―1に示す）を対象とする。 

表―１ 千葉県沿岸部に立地する企業名 

 

  

図 1  千葉県調査地 

 

図 2 神奈川県調査地 
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3.2対象地域の概要 

千葉県の沿岸と比較して東京都と神奈川県の沿岸は、

公共港湾が多いのに対し、千葉県は民間港湾が多くを

占めている。また、千葉県は、埋め立てが多く、今後

30年以内に起こる可能性が高い首都直下型地震が起き

た際、沿岸域の被害が大きくなると言われている。 

3.3 アンケート調査の概要 

本調査に用いたアンケートの内容を整理すると、

以下の 5つの項目によって構成されている。 

①企業の BCPに対する意識 

②企業別ごとの BCPの傾向 

③企業が保有する護岸・岸壁の現状 

④企業の BCPに対するコストまたは費用 

⑤過去の自然災害における BCPの機能 

４.調査結果及び考察 

4.1 BCPの策定状況 

現在アンケートを送った上記の企業リストの 41 社

のうち 32社から回答がきている、途中経過ではあるが

それを用いて分析・考察をする。 

4.2 企業の BCPに対する意識 

 企業の BCPに対する意識調査結果は「BCPの策定は

必要であるか」という問に対し、必要であると答えた

企業は全体の約 9 割(28 社)であった。このことから企

業にとってBCPはなくてはならないものだと考えられ

る。また現在 BCP策定をしていないという企業に、今

後BCPを策定する予定があるか回答してもらったとこ

ろ、約半数の企業(8社)は策定予定なしと回答した。ま

た、この策定しないと回答した企業は、大半は従業員

が 100人以下という小さな会社であった。 

4.3企業が保有する護岸・岸壁の現状(図 3 参照) 

通常時における企業が保有する護岸・岸壁の利用方

法について調査をした。調査結果は、下記の表 2 に示

す通り 32社中 25社にあたる 85%の企業が荷役作業に

利用していることが分かった。船舶の係留に使用して

いる企業もあり、バースとして利用している企業が大

半であった。製造業では、製品の製造をするために用

いる原料の受入、そして製造した製品の搬出に利用し

ていることが分かった。これはサプライチェーンの典

型的な形を表していると思われる。このような企業は、

震災時に製品の原料を受入することが困難になってし

まった際、しっかりと対応できるような対策が必要不

可欠であると考えられる。このようなことから、対策

案が固まっていない企業は早急な対応が望まれている。

 

 

 

 

4.3過去の自然災害における BCPの機能 

東日本大震災以前から BCP を策定していた 11 社に震災

が発生したときのBCPの機能状況について回答してもら

った。約 6 割の企業(7 社)が BCP に何らかの問題がある

と回答した。問題の内容としては、「従業員・職員への退

社・出勤等の判断方針」、「被災・被害状況の確認・連絡

手順の策定」、「ステークホルダーとのサプライチェーン

についての復旧手順・代替え策の用意」というものが挙

げられた 

５．まとめ 

 本研究では、「BCP の策定状況」、「企業護岸・岸壁

の現状」、「過去の自然災害のBCPの機能」を調査した。

BCP の策定状況は予想していたものよりかなり少ない

企業しか策定していなかった。また、策定していない

企業は社内間の連携に問題があり策定していない企業

が多いということも分かった。 

 護岸に関しては、緊急時の護岸の特別な利用法もな

く、整備状況は、企業の半分しか整備を行っていない

という結果であった。 

今後発生するであろうと言われている首都直下型地

震、南海トラフ地震等に対応することができるよう

に早急に BCPの整備が求められる。 
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図 3 護岸の整備状況 
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